
み
ん
な
で
防
ご
う
!
高
齢
者
虐
待

問
高
齢
福
祉
介
護
課
（
☎
６
５

－

７
８
４
１
）

展
示
ス
ペ
ー
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い問

総
務
課
（
☎
６
５

－

６
５
６
５
）

な
ぜ
高
齢
者
虐
待
が
起
こ
る
の
？

　
虐
待
が
起
こ
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
介
護
者

の
心
身
の
疲
労
や
孤
立
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、

経
済
問
題
、
家
族
関
係
な
ど
様
々
な
要
因
が

重
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。
虐

待
が
あ
っ
て
も
、
高
齢
者
自
身
や
家
族
等
に

自
覚
が
な
い
場
合
や
、
S
O
S
を
出
せ
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
地
域
で
見
守
り
、
サ
イ

ン
に
気
づ
く
こ
と
が
早
期
発
見
に
つ
な
が
り

ま
す
。

◆
虐
待
と
は

身
体
的
虐
待
… 

殴
る
、
蹴
る
、
自
分
で
動
く

こ
と
を
制
限
す
る

放
棄
・
放
任
… 

食
事
や
入
浴
・
排
せ
つ
な
ど

の
世
話
を
し
な
い
、必
要
な
介

護
や
医
療
を
制
限
す
る
な
ど

心
理
的
虐
待
… 

怒
鳴
る
、
の
の
し
る
、
嘲
笑

す
る
、
故
意
に
無
視
を
す
る

な
ど

性
的
虐
待
…
… 

お
む
つ
や
下
着
を
外
し
た
ま

ま
放
置
す
る
、
同
意
の
な
い

性
的
接
触
な
ど

経
済
的
虐
待
… 

必
要
な
金
銭
を
渡
さ
な
い
・

使
わ
せ
な
い
、
本
人
の
意
思

や
利
益
に
反
し
て
預
貯
金
を

使
う
な
ど

高
齢
者
虐
待
と
認
知
症

　
虐
待
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
の
多
く
に
、

何
ら
か
の
認
知
症
の
症
状
が
み
ら
れ
ま
す
。

介
護
者
が
認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
す

る
こ
と
や
、
抱
え
込
ま
ず
に
い
ろ
い
ろ
な
制

度
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
な
ど
、
介

護
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
適
切
な
介
護
や
虐

待
防
止
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「もしかして…」と思ったら迷わずにご相談を!
名称 電話番号 担当区域

高齢福祉介護課 ☎６５－７８４１ 長浜市全域

南長浜
地域包括支援センター ☎６５－８３５２ 長浜、六荘、西黒田、神田

神照郷里
地域包括支援センター ☎６５－８２６７ 神照、南郷里、北郷里

浅井びわ虎姫
地域包括支援センター ☎７３－２６５３ 浅井、びわ、虎姫

湖北高月
地域包括支援センター ☎８５－５７０２ 湖北、高月

木之本余呉西浅井
地域包括支援センター ☎８２－３５７０ 木之本、余呉、西浅井

　
市
役
所
の
市
民
交
流
ロ
ビ
ー
は
、
作
品
等

の
展
示
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
、
無
料
で
利
用
し

て
い
た
だ
け
ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

︻
利
用
で
き
る
場
所
︼

本
庁
舎
１
階
　
市
民
交
流
ロ
ビ
ー

※
展
示
板
も
あ
り
ま
す
。

︻
利
用
で
き
る
日
時
︼

月
〜
金
曜
日
　
９
時
〜
17
時

※
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
不
可

︻
利
用
で
き
る
期
間
︼

　
設
置
と
撤
収
を
含
め
、
連
続
14
日
間
ま
で

︻
申
込
方
法
︼

　
利
用
す
る
月
の
２
か
月
前
の
１つ
い

日た
ち

か
ら
利

用
日
の
２
日
前
ま
で
に
担
当
課
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
担
当
課
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

（
例
）  
利
用
日
が
12
月
５
日
の
場
合
、
受
付

開
始
は
10
月
１
日
、
申
込
締
切
は
12

月
３
日
で
す
。

︻
利
用
で
き
な
い
場
合
︼

・ 

営
利
目
的
の
も
の
、
宗
教
活
動
や
政
治
活

動
を
目
的
と
す
る
も
の

・ 

公
の
秩
序
や
風
俗
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る

も
の

・ 

執
務
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
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屋
根
雪
下
ろ
し
費
用
補
助
の
ご
案
内

問
高
齢
福
祉
介
護
課   

（
☎
６
５

－

７
７
８
９
）

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
☎
６
５

－

６
５
１
８
）

布
団
丸
洗
い
サ
ー
ビ
ス
の
受
付
を
開
始
し
ま
す

問
高
齢
福
祉
介
護
課   

（
☎
６
５

－

７
７
８
９
）

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
（
☎
６
５

－

６
５
１
８
）

　
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人
や
、
介
護
を
受
け
て
い
る
人
が
日
常
的
に
使
用

す
る
布
団
を
丸
洗
い
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
ま
す
。

※ 

市
税
・
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
人
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

※
申
請
時
点
に
お
い
て
在
宅
生
活
さ
れ
て
い
る
人
に
限
り
ま
す
。

︻
受
付
期
間
︼
12
月
１
日
︵
木
︶
～
15
日
︵
木
︶　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
　 

※
土
日
を
除
く

︻
負 

担 

額
︼  

原
則
、
費
用
の
１
割
（
代
わ
り
の
布
団
を
希
望
す
る
場
合
９
５
０
円
、
希
望
し
な

い
場
合
７
５
０
円
）

■
65
歳
以
上
の
高
齢
者
　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人                            

① 

平
成
28
年
５
月
１
日
〜
10
月
31
日
の
間
に
３
か

月
以
上
在
宅
生
活
を
し
て
い
た
人

② 

平
成
28
年
11
月
１
日
現
在
、
ひ
と
り
暮
ら
し
ま

た
は
高
齢
者
の
み
の
世
帯
等
で
介
護
保
険
の
要

介
護
３
〜
５
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人

③ 

所
得
税
非
課
税
ま
た
は
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
世
帯
の
人

申
込
み

　
高
齢
福
祉
介
護
課 

〈
東
館
１
階
〉

　
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

■
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
人

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

① 

平
成
28
年
５
月
１
日
〜
10
月
31
日
の
間
に
３
か

月
以
上
在
宅
生
活
を
し
て
い
た
人

② 

平
成
28
年
11
月
１
日
現
在
、
次
の
い
ず
れ
か
の

手
帳
を
所
持
し
て
い
る
人
で
、
同
居
し
て
い
る

す
べ
て
の
人
が
同
様
に
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
所

持
し
て
い
る
世
帯
の
人
。
ま
た
は
そ
の
し
ょ
う

が
い
の
あ
る
人
と
同
居
し
て
い
る
人
す
べ
て
が

65
歳
以
上
の
世
帯
の
人

・ 

身
体
障
害
者
手
帳
（
肢
体
不
自
由
、
視
覚
、
内

部
）
１
、２
級

・
療
育
手
帳
A
１
、
A
２

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
、
２
級

③ 

所
得
税
非
課
税
ま
た
は
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
世
帯
の
人

申
込
み

　
し
ょ
う
が
い
福
祉
課
し
ょ
う
が
い
福
祉
グ
ル
ー
プ

〈
西
館
１
階
〉・
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

　
自
宅
の
屋
根
の
雪
下
ろ
し
を
、
個

人
ま
た
は
業
者
に
委
託
し
た
費
用
に

対
し
て
補
助
し
ま
す
。

︻
対
　
象
︼

　
所
得
税
非
課
税
の
世
帯
で
親
族
の

支
援
が
受
け
ら
れ
な
い
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人

①
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯

② 

身
体
障
害
者
手
帳
（
内
部
２
級
、

平
衡
機
能
３
級
、
肢
体
不
自
由
４

級
、
視
覚
４
級
以
上
）、
療
育
手
帳

重
度
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
１
級
を
所
持
し
て
い
る
人

の
み
の
世
帯

③ 

前
項
②
に
該
当
す
る
人
と
同
居
し

て
い
る
人
す
べ
て
が
65
歳
以
上
の

世
帯

︻
対
象
経
費
︼

　
屋
根
の
雪
下
ろ
し
に
か
か
る
費
用

︻
補
助
上
限
額
︼

　
１
万
円
／
回
（
委
託
額
が
１
万
円

を
下
回
る
場
合
は
そ
の
額
）

※ 

屋
根
の
雪
下
ろ
し
に
伴
う
作
業
で
、

雪
量
が
多
い
た
め
、
重
機
（
バ
ケ
ッ

ト
付
）
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
っ

た
場
合
の
補
助
上
限
額
は
２
万
円

と
し
ま
す
。

※ 

予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。

【
補
助
上
限
回
数
】

　
平
成
28
年
度
中
３
回
ま
で
（
た
だ

し
、
余
呉
地
域
は
５
回
、
上
草
野
・

杉
野
・
高
時
地
区
・
西
浅
井
地
域
は

４
回
）

※ 

特
に
降
雪
が
多
い
場
合
は
、
上
限

回
数
を
別
に
定
め
ま
す
。

︻
申
請
期
限
︼
３
月
24
日
（
金
）

※ 

申
請
の
際
に
は
、
民
生
委
員
ま
た

は
自
治
会
長
の
確
認
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

※ 

申
請
書
類
は
窓
口
に
置
い
て
あ
り

ま
す
。

申
込
み

高
齢
福
祉
介
護
課
〈
東
館
１
階
〉 

し
ょ
う
が
い
福
祉
課
〈
西
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

広報ながはま　2016年12月17


